
立川市市民体育館条例の一部改正について

令和２年４月１日より新たな指定管理期間となる柴崎市民体育館について、施設や周辺

環境の実情に合わせ、管理運営に係る以下の点を変更するため、立川市市民体育館条例の

一部の改正を予定しております。

記

１ 休館日の増

改正前：毎月第３月曜日（８月を除く）

改正後：毎月第１・第３月曜日

＜改正理由＞

近年、施設老朽化により頻繁な修繕、改修工事等が必要となっており、現行の月１

回の休館では、作業日程の確保が困難であるため。

参考）泉市民体育館休館日 毎月第２・第４木曜日

２ 開館時間の見直し

改正前：午前９時から午後 11時まで

改正後：午前９時から午後 10時まで

＜改正理由＞

夜間のボールやシューズの鳴る音、話し声、車のドアの開閉やエンジン音などのた

め、現在も夜間のバスケットボール、バレーボールについては、午後９時 30分までと

利用制限をしているが、なお一定程度の苦情が寄せられています。

夜間の利用実態等も合わせて考慮し、午後 10 時閉館とすることが適当と判断したた

め。
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